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名寄市文書管理システム導入事業仕様書

令和６年４月

名寄市総務部総務課
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１ 業務名 名寄市文書管理システム導入事業

２ 目的

現在、紙媒体により行っている文書管理業務について、電子決裁を含む総合的な文書

管理システム（以下「システム」という。）を導入し、作成から廃棄までの公文書のラ

イフサイクルを電子化し、システム上で一元的に管理することにより、文書事務の効率

化、職員負担の軽減、文書管理の適正化及びテレワークで行うことができる業務範囲の

拡大を図ることを目的とする。

３ 基本概要

（１） システムの導入対象

全部局（庁内ＬＡＮがつながっていない一部部署を除く。）

（２） システムの導入方式

自治体向けパッケージシステムとして提供されているシステムを、クラウド方

式により導入する。この場合において、ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰによる提供のみを採用

し、インターネットを利用したクラウド方式は採用しないものとする。

（３） システム導入の基本的な考え方

システム導入に当たり、次の点を考慮すること。

ア 自治体での導入実績のあるシステムであること。

イ パッケージシステムであること。

ウ 極力カスタマイズを抑えること。

エ 保守契約を有効に活用すること。

オ 情報セキュリティ対策が実装されていること。

カ グループウェアとの連携（グループウェアのポータル画面での起案・決裁状況

の確認など）が可能であることが望ましい。

キ メールの取込による収受等に関する連携が可能であることが望ましい。

４ 基本条件

（１） 本市の基本情報（令和６年４月１日現在）

ア 住民基本台帳人口 ２４，９６３人

イ 利用端末台数 ６００台（ＬＧＷＡＮ系シンクライアント端末）

ウ 利用職員数 約600人

エ 執行機関 市長、議会、教育委員会等 11執行機関

オ 組織数 28部89課

※ 部及び課には、市立病院総合病院、上川北部消防事務組合及び名寄地区衛生

施設事務組合を含む。

カ 出先機関（保育所、認定こども園、文化センター等）の数 29

キ クライアントＰＣ等に係る前提条件
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クライアントＰＣは、本市ＬＧＷＡＮ系ネットワークに接続された既存のシン

クライアント端末を使用し、動作要件については、次に示すスペック、仕様で動

作可能であること。

（ア） ＯＳ Ｗｉｎｄｏｗｓ（64bit）

（イ） ウェブブラウザ Google Chrome / Microsoft Edge

（ウ） オフィスソフト ＪｕｓｔＯｆｆｉｃｅ

（エ） 庁内グループウェア サイボウズ社製サイボウズＯｆｆｉｃｅ（オンプ

レ）

（２） プリンタに係る前提条件

プリンタは、本市既存のプリンタを使用する。

（３） ネットワーク環境に係る前提条件

システムは、本市のＬＧＷＡＮ系ネットワークに接続するものとする。ＬＧＷ

ＡＮ系ネットワークは、総務省の指導に基づきインターネットから分離するため、

インターネットから隔離された環境においても動作を保証すること。

５ システムに求める機能

システムに求める機能は、機能確認表（別紙第２）のとおりとする。なお、必須機能

項目以外の機能要件に関しては、全ての項目を実現できなくても企画提案はできるもの

とする。

６ システムの稼働環境に係る条件

（１） 基本的事項

（２） 現行のネットワーク環境及びクライアントでの動作を保証すること。

（３） システムに必要なソフトウェア及びライセンスは、全て受注者が用意すること。

（４） 原則として、クライアントＰＣに新たなソフトウェアのインストールを必要と

しないこと。やむを得ず必要な場合は、その導入は受注者が行うこと（クライアン

トの初期化・入替時の対応も含む。）。なお、ソフトウェアの内容及びインストー

ル方法等については、本市と協議の上決定すること。

（５） ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ方式に係る要件

ア 操作処理及び更新時間において、レスポンスが一定の速度であること。

なお、利用職員の同時接続数や利用帯域、同規模の自治体の導入事例等を考慮

すること。

イ データセンターについては、次に掲げる条件を全て満たし、セキュリティ対策

及び安全性等が十分に確保されていること。

（ア） 国内に施設があり、自然災害の影響を受けにくい場所に立地していること。

（イ） 震度６強の地震が発生しても倒壊しない耐震性能を有し、被災後も利用継

続が可能であること。

（ウ） 耐火対策、落雷対策及び水の被害を防止する措置が施されていること。
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（エ） 無停電電源装置が整備されていること。

（オ） 障害発生時にも当初報告から復旧に至るまでの連絡体制が構築できること。

（カ） 施設への立入りは許可された者のみとし、入退室の記録は24時間365日記

録できること。

（キ） 施設内に監視カメラが設置され、施設内全体を24時間365日監視できるこ

と。

７ データ移行・容量

（１） データ移行

今回は、システムに移行すべきデータがないため、データ移行に関する作業は

発生しないが、今後、システム更新時に他社システムに変更になった場合でも、可

能な限り汎用的な形式でデータを出力し、円滑にデータ移行ができること。また、

データ移行に関する作業（移行データ抽出作業、移行先システムのベンダーとの調

整の打合せ及び問合せ対応等）は本契約に含むこととする。

（２） データ容量

データ容量は、同規模の自治体への導入実績等を参考とし、システムを５年間

運用することを想定した上で、必要十分な容量を確保すること。

８ セキュリティ対策

（１） データのバックアップ

（２） データバックアップ及びリストアについて、万全の対策を講ずること。

（３） 少なくとも前日の状況には復旧できる環境を確保すること。

（４） データバックアップには、可能な限りメンテナンスフリーとなる方法を提案す

ること。

（５） マルウェア対策

サーバのマルウェア対策を適切に行うこと。

（６） 持出し制御

サーバからデータの不正持ち出しができないよう安全対策を行うこと。

（７） セキュリティホール対策

導入する全てのソフトウェアにセキュリティホール対策が施されていること。

また、運用時のセキュリティホール対策は、本市と協議の上、適用すること。

（８） 操作ログ等

システム認証後の全操作履歴（アクセスログ及び操作ログ）について、システ

ム管理者による確認が可能であること。

９ 保守

（１） 保守に関する要件

ア 機器保守の範囲については、本契約で導入する機器とすること。
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イ システムの安定稼働に伴うサポート、障害時の対応、質疑対応、年度切り替え

等の支援を保守の範囲内で実施すること。

ウ 全てのソフトウェアは、受託者又はメーカーが保守対象としているバージョン

を使用すること。

（２） 問合せ窓口

ア 問合せ窓口の対応時間は、８時45分から17時30分まで（土曜日、日曜日、国民

の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）による休日及び12月29日から翌年

の１月３日までを除く。）とすること。

イ 重大なシステム障害の発生時（システムが全く利用できない状態等）は、緊急

時対応用の問合せ窓口（対応時間は24時間365日とする。）を設けること。

ウ 問合せ窓口をオンラインサポートにより設ける場合にあっては、最初の連絡か

らおおむね２時間以内に対応することのできる体制を整えること。

エ システム障害の対応結果については、速やかに本市へ報告すること。

10 システム運用支援

（１） クライアントの増設

クライアントを増設する場合、セットアップの方法が記載されたマニュアルを

データで提供する等必要な対応を行うこと。

（２） ユーザ情報の変更

組織改編及び人事異動等があった場合、ユーザ情報の変更作業に関して必要な

対応を行うこと。

（３） ソフトウェアの変更

クライアントの前提条件となるソフトウェアに変更又はバージョンアップがあ

った場合、システムの正常稼働を保証するとともに、必要な対応を行うこと。

（４） ネットワーク環境の変更

本市のネットワーク環境に変更があった場合、必要な対応を行うこと。

（５） バージョンアップへの対応等

ア 本業務の契約期間中における機器改善等によるリビジョンアップは、必要に応

じて行うこと。なお、その費用については、全て契約金額に含むものとする。

イ 法改正、制度改正やバージョンアップへの対応は、大規模なものを除いて、可

能な限り本業務の範囲に含めること。

11 契約期間終了後の対応

（１） データの消去

契約期間終了後、データを完全に消去すること。なお、作業後は、データを完

全に消去したことを証する証明書を提出すること。

（２） 消去に伴う経費

データ消去に伴う経費は、全て受注者の負担とすること。
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12 導入テスト

テストの実施計画及び実施方法については、本市と協議の上、決定すること。

なお、機器類の調達、納品及びセットアップ等については、テストの実施時期及び実

施期間を勘案し、十分な期間を確保して実施すること。

13 導入支援

システムの円滑な導入を図るため、研修計画書を作成し、職員に対して研修（システ

ムの一般的な機能、操作方法及び各業務での活用事例等の説明等）を実施すること。研

修内容及び研修対象者等の詳細については、本市と協議した上で決定することとする。

なお、研修時の場所、机、椅子、プロジェクター及びスクリーン若しくはモニター、

電源は本市にて用意するが、講師、研修で操作するシステム環境、研修テキストは受注

者にて用意すること。この場合において、ＬＧＷＡＮに接続する場合は、本市と協議す

ること。

14 納品物（成果品）

予定する成果品は、文書管理システム及びこれに付随する一切の機器、資料等であり、

これらを本市が指定する期日までに納品すること。

なお、成果品の内容の詳細については、別途協議の上、決定するものとする。本市が

現在予定する成果品は、次のとおりである。

（１） ハードウェア（機器類）納品物がある場合は、当該ハードウェア納品物

（２） ソフトウェア納品物

ア 導入計画書（システム導入に係る作業計画、スケジュール等）

イ 研修資料一式（研修計画書、研修テキスト等）

ウ 動作検証報告書（導入テストの仕様書、導入テスト手順書、導入テスト結果報

告書等）

エ 運用・保守マニュアル（運用保守の手順書、各種取扱説明書等）

オ 操作マニュアル（システム操作マニュアル（管理者用・一般職員用）等）

カ 議事録（会議及び打合せに関する議事録及び資料）

キ ライセンス一式（システム運用に必要なライセンス証書等）

※ 上記については、紙媒体（本市が指定する部数）及び電子媒体（１部）を納品

するものとする。

※ ライセンスがある場合に限る。

15 その他

（１） 他システムへの影響

今後、本市が他のシステム（ハードウェア又はソフトウェア）を更新した場合

にあっても、今回導入するシステムによる制限が加わらないこと。

（２） 様式の変更等
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名寄市事務処理規程（平成18年名寄市訓令第３号）等で定める様式（起案用紙

等）については、システムを効率的に運用するため、様式の変更を含めた検討を

行うこととし、本市と協議の上、様式を決定すること。

なお、システム運用後における様式の軽微な修正（レイアウトの調整、文言の

修正等）については、保守の範囲として対応すること。

（３） 規則等の改正情報の提供

システム導入に伴って、本市の規則等の改正が考えられることから、導入自治

体における実例等を提供できること。

16 特記事項

（１） 本仕様書に基づく全ての作業において、本市が提供した業務上の情報を第三者

に開示し、又は漏洩しないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。

（２） 本市が提供する資料は、原則として貸出しによるものとし、期限までに返却す

ること。また、本市の許可なく当該資料の複写及び第三者への提供はしないこと。

（３） 本件業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても本件業務に

係る事務に関して知り得た情報資産をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使

用してはならないことなど、情報セキュリティに関する事項を周知させるものとす

る。

（４） 本件業務に係る契約内容に違反する事態が生じ、又は生じる恐れがあることを

知ったときは、速やかに本市に報告し、本市の指示に従うものとする。

（５） 前各号の規定に違反した場合、本市は契約を解除できるものとする。

（６） 前各号の規定に違反したことにより、本市に損害を与えた場合、その損害を賠

償する責を負うものとする。

（７） 本仕様書に定めのない事項については、本市と協議のうえ決定するものとする。


